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一　

イ
ス
ラ
ー
ム
女
性
史
研
究
の
進
展

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
男
女
の
差
異
を
強
く
認
識
す
る
考
え
を
も
ち
︑
男
女
分
離
の
習
慣
も
現
在
に
い
た
る
ま
で
各
地
で
残
さ
れ
て
い
る
︒
外
部
か

ら
は
と
き
に
﹁
異
質
﹂
と
み
な
さ
れ
る
こ
の
特
徴
は
︑
社
会
学
や
人
類
学
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
女
性
へ
の
関
心
の
高
さ
に
つ
な
が
っ
た
︒
し

か
し
︑
こ
と
近
代
以
前
と
な
る
と
︑
女
性
の
存
在
は
な
が
ら
く
﹁
不
可
視
﹂
な
存
在
と
さ
れ
て
き
た
︒

　

G
avin R

. G
. H

am
bly

は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
女
性
史
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
一
因
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の
伝
統
も
指
摘
す

る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
中
東
の
女
性
史
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
は
ト
ル
コ
生
ま
れ
の
ア
ラ
ブ
人
で
︑
シ
カ
ゴ
大
学
東
洋
学
研
究
所
で
初
の
女
性
教
授

と
な
っ
たN

abia A
bott

で
あ
る
︒
彼
女
は
一
九
四
〇
年
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
や
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
に
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
た
女
性
に

関
す
る
研
究
を
著
し
た
︒
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
女
性
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
早
い
段
階
か
ら
碩
学Ignaz G

oldzieher 

や 

A
nnem

arie Schim
m

el

が
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
ま
たG

oldzieher

が
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
伝
達
や
教
育
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
指
摘
し
た
こ
と

が
︑
女
性
の
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
二
〇
世
紀
の
後
半
に
は
︑
し
ば
ら
く
の
間Lam

bton

（1988

）
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の
︑
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
と
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
の
女
性
の
政
治
や
経
済
上
の
役
割
に
関
す
る
一
章
が
中
世
の
ム
ス
リ
ム
女
性
を
主
に
取
り
上
げ
た

唯
一
の
専
論
に
と
ど
ま
っ
た
﹇H

am
bly （1998

）, 3-7, 19-20

﹈）
1
（

︒

　

イ
ス
ラ
ー
ム
女
性
史
研
究
が
進
展
を
見
せ
始
め
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
︑
ま
ず
オ
ス
マ
ン
朝
の
ハ
レ
ム
女
性
の
政
治
的
影

響
力
を
考
察
し
たPeirce （1994

）
が
出
版
さ
れ
た
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
各
地
の
支
配
階
級
の
女
性
に
焦
点
を
あ
て
た

二
三
の
論
考
を
収
録
し
たH

am
bly （1998

）
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
女
性
史
研
究
の
入
門
書
と
な
っ
て
い
る
︒
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
関
し
て
い

え
ば
︑
同
書
に
も
寄
稿
し
て
い
るM

aria Szuppe

の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
前
期
の
王
族
の
婚
姻
関
係
と
女
性
の
教
育
・
政
治
的
影
響
力
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
前
後
編Szuppe （1994

）（1995

）
や
︑
王
女
パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
に
焦
点
を
あ
て
たG

holsorkhi （1995

）︑
王

族
や
上
層
階
級
の
女
性
の
宗
教
寄
進
・
経
済
活
動
に
つ
い
て
扱
っ
た Zarinebaf-Shahr （1998

） 

な
ど
が
発
表
さ
れ
た
の
も
一
九
九
〇
年
代
の

半
ば
で
あ
る
︒
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
各
種
文
書
史
料
を
用
い
た
研
究
が
増
え
︑
女
性
史
研
究
の
テ
ー
マ
も
多
様
化
し
た）

2
（

︒

　

近
代
以
前
の
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
女
性
を
扱
っ
た
研
究
に
つ
い
て
は
︑Szuppe （2003

） 

を
含
む
八
編
の
論
文
を
収
録
す
るN

ashat &
 

B
eck （2003

）
と
同
じ
年
に
︑
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
期
を
扱
っ
た
単
著Q

uade-R
eutter （2003

）
が
出
版
さ

れ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
支
配
末
期
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
旅
し
た
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
が
述
べ
る
よ
う
に
﹁
そ
も
そ
も
ト
ル
コ
人
や
タ
タ
ル
人
の
間

で
は
︑
女
性
が
特
別
に
高
い
地
位
を
占
め
て）

3
（

﹂
い
た
こ
と
が
彼
女
た
ち
の
政
治
活
動
を
可
能
に
し
︑
ひ
い
て
は
彼
女
た
ち
の
研
究
上
の
﹁
可
視

化
﹂
を
容
易
に
し
て
い
る）

4
（

︒

　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
（
一
五
〇
一
│
一
七
二
二
）
の
女
性
史
に
的
を
絞
る
と
︑
一
連
の
研
究
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
がSzuppe

の
業

績
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
代
の
近
世
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
の
オ
ス
マ
ン
朝
の
女
性
史
研
究
に
比
べ
る
と
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
の
女
性
史
研
究

の
進
展
は
著
し
い
と
は
い
え
な
い
︒
こ
れ
は
文
書
史
料
が
豊
富
な
オ
ス
マ
ン
朝
と
異
な
り
︑
史
料
上
の
制
約
が
大
き
い
こ
と
に
一
因
が
あ
る
︒

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
下
の
女
性
の
諸
相
を
概
観
す
る
よ
う
な
研
究
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行
記
の
記
述
を
利
用
し
て
主
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期

を
対
象
と
し
たH

am
bly

（1998

）
所
収
のFerrier （1998

）︑
お
よ
び
後
述
す
るM

atthee （2011

）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
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二　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
王
家
の
女
性
た
ち

　

女
性
た
ち
自
身
が
残
し
た
記
録
が
な
く
︑
男
女
の
接
触
に
制
約
が
あ
っ
た
状
況
で
は
︑
名
前
や
あ
る
程
度
の
活
動
履
歴
を
た
ど
る
こ
と
が
可

能
な
女
性
は
支
配
エ
リ
ー
ト
層
の
女
性
に
限
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
先
行
研
究
の
成
果
を
整
理
し
な
が
ら
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
王
家
の
女
性

成
員
お
よ
び
彼
女
た
ち
の
居
場
所
で
あ
っ
た
宮
廷
の
ハ
レ
ム
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く）

5
（

︒

　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
前
期
に
は
王
家
の
女
性
た
ち
は
シ
ャ
ー
の
家
族
と
し
て
積
極
的
に
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
た
︒
第
二
代
タ
フ
マ
ー
ス
ブ

一
世
（
在
位
一
五
二
四
│
一
五
七
六
）
は
︑
幼
少
期
は
母
タ
ー
ジ
ュ
ル
ー
・
ハ
ー
ヌ
ム
︑
壮
年
期
は
姉
妹
シ
ャ
ー
ザ
ー
ダ
・
ス
ル
タ
ー
ヌ
ム
︑

晩
年
は
娘
パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
を
私
的
な
政
治
顧
問
と
し
た
︒
彼
女
の
姉
妹
ザ
イ
ナ
ブ
・
ベ
グ
ム
も
甥
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
を
後
見

し
︑
サ
フ
ィ
ー
一
世
の
時
代
ま
で
政
策
決
定
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
た）

6
（

︒
彼
女
た
ち
が
政
治
の
場
で
表
立
っ
て
活
躍
で
き
た
理
由
と
し

て
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
が
定
住
民
の
イ
ラ
ン
︲
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
と
比
べ
て
女
性
の
社
会
・
政
治
活
動
や
男
系
・
母
系
の
両
方
の
血
統
を
重
視

す
る
モ
ン
ゴ
ル
︲
ト
ル
コ
系
遊
牧
民
の
習
慣
や
考
え
方
を
強
く
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
﹇Szuppe （2003

）, 141-4

﹈︒
一
方
︑

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
王
家
は
王
朝
成
立
を
軍
事
面
か
ら
支
え
た
ト
ル
コ
系
遊
牧
民
の
教
団
信
者
集
団
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
勢
力
抑
制
を
図
っ
て
い
く

が
︑
こ
れ
は
同
王
家
の
婚
姻
政
策
に
も
反
映
さ
れ
︑
王
族
女
性
の
血
統
や
女
性
に
対
す
る
考
え
の
変
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
で
は
初
代
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
一
世
（
在
位
一
五
〇
一
│
一
五
二
四
）
時
代
は
主
に
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
有
力
者
と
の
間
で
婚
姻
関
係
が

結
ば
れ
た
が
︑
つ
づ
く
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
時
代
に
は
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
勢
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
地
方
王
朝
や
神
秘
主
義
教
団
と
の
婚
姻
関

係
が
強
化
さ
れ
た
︒
第
五
代
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
（
在
位
一
五
八
七
│
一
六
二
九
）
は
イ
ラ
ン
系
地
方
王
朝
の
王
族
マ
ル
ア
シ
ー
家
の
ハ
イ
ル
・

ア
ル
ニ
サ
ー
・
ベ
グ
ム
を
母
と
し
た）

7
（

︒
一
方
︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
は
主
に
軍
事
力
を
担
う
ギ
ジ
ル
バ
シ
ュ
︑
官
僚
層
を
構
成
す
る
タ
ジ
ク
に

次
ぐ
第
三
勢
力
と
し
て
チ
ェ
ル
ケ
ス
人
や
グ
ル
ジ
ア
人
な
ど
の
コ
ー
カ
サ
ス
出
身
者
を
導
入
し
た
た
め
︑
ハ
レ
ム
入
り
し
た
女
性
も
い
た
︒
父
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タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
政
治
顧
問
と
し
て
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
た
パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
も
︑
母
は
チ
ェ
ル
ケ
ス
系
で
あ
っ
た）

8
（

︒

　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
は
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
時
代
を
境
と
し
て
︑
お
お
ま
か
に
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
る
︒
諸
改
革
を
推
進
し
て
中
央
集
権
体

制
を
確
立
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
は
︑
祖
父
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
が
始
め
た
コ
ー
カ
サ
ス
出
身
の
グ
ラ
ー
ム
（﹁
王
の
奴

隷
﹂）
を
軍
人
や
官
僚
と
し
て
登
用
す
る
政
策
を
継
承
し
︑
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
勢
力
の
抑
制
に
成
功
し
た
︒
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
支
配
階
級
の
構

造
が
大
き
く
変
容
し
た
の
に
と
も
な
い
︑
宮
廷
の
ハ
レ
ム
が
変
容
し
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
︒
ハ
レ
ム
の
女
性
成
員
は
︑
購
入
や
捕
虜
︑
臣
従

す
る
有
力
者
か
ら
贈
ら
れ
る
グ
ル
ジ
ア
系
や
チ
ェ
ル
ケ
ス
系
な
ど
コ
ー
カ
サ
ス
出
身
の
女
奴
隷
で
占
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
ア
ッ

バ
ー
ス
一
世
以
降
の
シ
ャ
ー
が
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
家
系
出
身
の
女
性
を
娶
っ
た
事
例
は
史
料
上
確
認
さ
れ
な
い）

9
（

︒
ま
た
彼
ら
の
母
が
コ
ー
カ
サ
ス

系
の
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
も）

10
（

︑
ハ
レ
ム
か
ら
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
血
統
が
徹
底
排
除
さ
れ
︑
コ
ー
カ
サ
ス
系
勢
力
が
拡
大
し
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
︒

　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
宮
廷
の
ハ
レ
ム
の
変
容
を
決
定
的
に
し
た
出
来
事
は
︑
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
が
首
都
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
か
ら
遠
く
離
れ
た
冬

の
滞
在
地
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
で
死
去
し
た
後
に
起
こ
っ
た
︒
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
息
子
た
ち
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
︑
父
王
に
よ
っ

て
盲
目
に
さ
れ
て
お
り
︑
宮
廷
関
係
者
の
あ
い
だ
で
後
継
者
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
生
じ
た）

11
（

︒
首
都
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
あ
っ
て
急
ぎ
即
位
し

た
孫
の
サ
フ
ィ
ー
一
世
（
在
位
一
六
二
九
│
一
六
四
二
）
は
︑
一
六
三
二
年
に
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
娘
の
息
子
た
ち
を
含
む
王
子
た
ち
や
そ
の

両
親
た
ち
を
殺
害
し
た）

12
（

︒
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
女
性
王
族
の
生
ん
だ
男
子
も
ミ
ー
ル
ザ
ー
（
王
子
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑
理
念
上
は
王
位
継

承
権
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
殺
害
事
件
以
後
︑
王
位
継
承
権
は
男
系
に
制
限
さ
れ
た
﹇B

abayan （1993

）, 93-6, 100; 

B
abayan （1998

）, 356-7; 

ブ
ロ
ー （2012

）, 354

﹈︒
こ
の
よ
う
な
事
件
も
あ
り
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
は
サ
フ
ィ
ー
一
世
の
娘
マ
ル
ヤ

ム
・
ベ
グ
ム
の
よ
う
な
一
部
の
例
外
を
除
い
て
シ
ャ
ー
の
娘
や
姉
妹
の
政
治
参
加
は
後
退
し
︑
一
方
で
母
親
の
政
治
へ
の
影
響
力
が
増
す
こ
と

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
︒
母
后
の
権
力
が
増
し
た
理
由
と
し
て
は
︑
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
有
力
者
が
王
子
の
ラ
ラ
（
後
見
）
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う

制
度
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
︑
王
子
が
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
︑
王
子
た
ち
が
ハ
レ
ム
で
母
親
の
も
と
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
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な
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹇B

abayan （1993

）, 100; Szuppe （1995

）, 102

﹈︒

　

こ
の
よ
う
な
ハ
レ
ム
の
女
性
構
成
員
や
そ
の
活
動
な
ど
の
変
容
か
ら
︑Szuppe

は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
女
性
が
も
っ
と
も
可
視
化
さ
れ
︑

社
会
的
に
活
動
的
で
あ
っ
た
の
は
一
六
世
紀
で
あ
る
と
す
る
︒
ま
たB

abayan （1998

）
お
よ
びM

ahdavi （1998

）
は
シ
ー
ア
派
ウ
ラ
マ
ー

の
著
作
の
分
析
か
ら
︑
シ
ー
ア
派
の
正
統
教
義
の
影
響
力
の
増
加
と
と
も
に
一
七
世
紀
に
は
そ
れ
ま
で
自
由
を
謳
歌
し
た
女
性
の
周
縁
化
・
ハ

レ
ム
へ
の
隔
離
が
進
ん
だ
と
説
明
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
てM

atthee （2011

）
は
女
性
の
ハ
レ
ム
へ
の
隔
離
が
女
性
の
権
力
の
制
限
を
意
味
し

な
か
っ
た
と
し
﹇M

atthee
（2011

）, 97-100

﹈︑
表
に
出
て
自
ら
を
﹁
可
視
化
﹂
し
た
女
性
た
ち
を
例
証
し
て
い
く
︒
た
だ
し
特
定
の
人
物

を
取
り
上
げ
て
︑
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
活
動
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

三　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
ハ
レ
ム　

　

宮
廷
女
性
の
ハ
レ
ム
へ
の
隔
離
と
女
性
の
活
動
の
制
限
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
空
間
や
組
織
と
し
て
の
ハ
レ
ム
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
も
あ
ろ
う
︒
オ
ス
マ
ン
朝
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
近
世
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
は
王
宮
内
部
に
大
規
模
な
ハ
レ
ム
の
建

物
を
持
っ
た
︒
移
動
の
習
慣
を
持
つ
ト
ル
コ
︲
モ
ン
ゴ
ル
系
遊
牧
民
が
建
設
し
た
王
朝
の
都
市
定
住
化
と
王
宮
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は

ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
が
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
︑
先
駆
王
朝
の
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
か
ら
受
け
継
い
だ
首
都
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
王
宮
地
区
に

ハ
レ
ム
の
建
物
が
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
一
世
の
移
動
時
の
滞
在
地
ホ
イ
に
も
ハ
レ
ム
が
設
け
ら
れ
た
﹇
平

野 （2000

）, 10-1

﹈︒
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
が
タ
ブ
リ
ー
ズ
か
ら
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
遷
都
し
た
時
も
︑
新
し
い
王
宮
地
区
の
庭
園
内
に
ハ
レ
ム

の
建
物
を
設
け
て
い
る）

13
（

︒
た
だ
し
遊
牧
系
の
風
習
を
長
く
保
持
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
︑
首
都
が
あ
っ
て
も
シ
ャ
ー
は
移
動
を
す
る
の
が

常
で
︑
後
期
に
い
た
っ
て
も
ハ
レ
ム
は
シ
ャ
ー
の
移
動
に
同
行
し
た
﹇
ブ
ロ
ー （2012
）, 273; 

後
藤 （2014

）, 46

﹈︒
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
間
に

し
ば
し
ば
戦
闘
が
発
生
し
た
前
期
に
は
︑
有
事
に
備
え
て
ハ
レ
ム
が
シ
ャ
ー
と
別
行
動
を
取
り
︑
地
方
都
市
に
は
滞
在
用
の
建
物
ハ
レ
ム
サ
ラ
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イ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
﹇
平
野
（2000

）
参
照
﹈︒
ま
た
︑
パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
と
ザ
イ
ナ
ブ
・
ベ
ク
ム
姉
妹
よ
う
に
︑
未
婚
の
女

性
王
族
が
私
邸
に
住
む
こ
と
も
あ
っ
た）

14
（

︒
ハ
レ
ム
は
固
定
さ
れ
た
隔
離
空
間
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

　

ハ
レ
ム
は
建
物
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
居
住
ま
た
は
従
事
す
る
男
女
か
ら
な
る
組
織
の
総
体
で
も
あ
る
が
︑
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
の
ハ
レ
ム
に
つ
い
て
の
専
論
は
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
︒
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
ハ
レ
ム
の
巨
大
化
・
組
織
化
が
進
む
の
は
︑
上
述
し
た

よ
う
に
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
時
代
以
降
で
あ
ろ
う
︒
一
六
世
紀
後
半
の
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
ハ
レ
ム
の
成
員
は
四
〇
〇
人
以
上
の
女
性
︑
一

〇
〇
人
の
宦
官
︑
二
〇
〇
人
の
侍
従
か
ら
な
っ
て
い
た
﹇
平
野 （2000

）, 10

﹈︒
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
時
代
に
は
女
性
の
数
は
一
説
で
は
三
〇
〇

名
﹇Floor （2007

）, 174
﹈︑
他
説
で
は
四
〇
〇
名
か
ら
五
〇
〇
名
﹇Falsafī （1967

）, 214;

ブ
ロ
ー （2012

）, 27

）
15
（1

﹈︑
第
七
代
ア
ッ
バ
ー
ス

二
世
時
代
（
一
六
四
二
│
一
六
六
六
）
は
三
〇
〇
名
か
ら
四
〇
〇
名
﹇Floor （2007

）, 175

﹈︑
第
八
代
ス
レ
イ
マ
ー
ン
時
代
（
一
六
六
六
│

一
六
九
四
）
は
五
〇
〇
名
以
上
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
が
お
り
︑
第
九
代
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
時
代
（
一
六
九
四
│
一
七
二
二
）
に
は
ハ
レ

ム
の
維
持
は
国
家
の
重
荷
に
な
っ
て
い
た
と
い
う）

16
（

︒
侍
従
や
宦
官
と
い
う
男
性
従
事
者
を
除
く
と
︑
ハ
レ
ム
は
女
性
︑
貴
顕
の
子
供
達
︑
女
奴

隷
（kanīzak

）
の
三
集
団
か
ら
な
り）

17
（

︑
シ
ャ
ー
の
家
族
の
女
性
に
は
そ
の
地
位
に
従
っ
て
異
な
っ
た
称
号
が
つ
け
ら
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
王

女
は
ベ
グ
ム
（begum

）︑
高
位
の
シ
ャ
ー
の
夫
人
は
ハ
ー
ヌ
ム
（khānum

）︑
よ
り
低
い
身
分
の
夫
人
は
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
（khātūn

）
で
︑
頂

点
に
君
臨
す
る
女
性
は
た
だ
ベ
グ
ム
と
の
み
呼
ば
れ
た
﹇B

lake （1999

）, 70; Falsafī （1967

）, 216

﹈）
18
（

︒
ハ
レ
ム
は
宮
廷
と
同
様
の
役
職
と

機
能
を
有
す
る
女
性
が
い
る
と
も
あ
り）

19
（

︑
働
く
女
性
の
職
務
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
女
性
の
宗
教
者
や
医
療
従
事
者
も
い
る
こ
と

か
ら
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
も
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
ハ
レ
ム
の
肥
大
化
や
ハ
レ
ム
で
の
王
子
の
養
育
は
し
ば
し
ば
研
究
者
か
ら
サ

フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
衰
退
の
一
因
と
み
な
さ
れ
る
が
﹇
ブ
ロ
ー （2012

）, 352
﹈︑
財
政
分
析
な
ど
は
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
記
述
に
も
と
づ
く

印
象
論
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

　

ハ
レ
ム
の
女
性
に
奉
仕
す
る
男
性
成
員
の
組
織
は
︑
叙
述
史
料
や
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
末
期
に
著
さ
れ
た
行
政
便
覧
か
ら
よ
り
詳
細
な
再
構
成

が
可
能
で
あ
る
︒
行
政
便
覧
の
ひ
と
つD

astūr al-M
ulūk

の
英
訳
に Floor （2007
）
が
つ
け
た
解
説
に
依
拠
し
な
が
ら
概
観
し
て
い
く
︒
ハ
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レ
ム
は
ハ
レ
ム
の
侍
従
（ishik-āqāsī-yi ḥaram

）
の
長
（ishik-āqāsī-bāshī-yi ḥaram

）
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
︒
ハ
レ
ム
の
侍
従
お
よ
び
侍

従
長
の
存
在
は
す
で
に
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
時
代
に
確
認
さ
れ
る
﹇
平
野 （2000

）, 7, 10, 20; Floor （2007

）, 175

﹈︒
ハ
レ
ム
の
侍
従
長
は

デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
（
官
邸
）
の
表
向
き
（bīrūn

）
の
諸
儀
礼
の
総
括
責
任
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
の
侍
従
長
（ishik-āqāsī-bāshī-yi dīw

ān-i 

‘ālā

）
と
協
力
し
て
宮
廷
の
内
向
き
（andarūn

）
の
諸
業
務
に
あ
た
っ
た
︒
ど
ち
ら
も
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
ア
ミ
ー
ル
が
就
く
官
職
で
あ
っ
た

が
︑
通
常
後
者
が
ハ
ー
ン
の
称
号
を
も
つ
の
に
対
し
て
称
号
は
格
下
の
ベ
グ
で
あ
り
︑
地
位
は
高
く
な
か
っ
た
︒
ま
た
年
配
者
が
任
命
さ
れ
︑

サ
フ
ィ
ー
時
代
か
ら
は
特
定
の
部
族
か
ら
選
ば
れ
た）

20
（

︒
ハ
レ
ム
が
シ
ャ
ー
の
移
動
に
同
行
す
る
と
き
に
は
ハ
レ
ム
の
侍
従
長
が
そ
の
守
護
に
責

を
負
い
︑
コ
ル
チ
（
近
衛
）
が
護
衛
し
た
﹇
平
野 （2000

）, 20; Floor （2007

）, 173-4

﹈︒

　

ハ
レ
ム
で
働
く
宦
官
は
︑
一
六
〇
〇
年
頃
に
は
そ
の
数
は
一
〇
〇
名
ほ
ど
で
︑
も
と
も
と
黒
人
だ
け
で
あ
っ
た
︒
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
時
代
に

一
〇
〇
名
の
グ
ル
ジ
ア
人
の
白
人
宦
官
が
導
入
さ
れ
︑
黒
人
宦
官
長
（rīsh-i safīd-i ḥaram

）
が
ハ
レ
ム
の
門
か
ら
内
側
︑
白
人
宦
官
長
（yuz-

bāshī

）
が
ハ
レ
ム
の
門
の
外
を
管
轄
し
た
︒
外
部
か
ら
の
用
事
は
ハ
レ
ム
の
侍
従
長
か
ら
黒
人
宦
官
長
を
通
し
て
シ
ャ
ー
や
ハ
レ
ム
の
女
性

に
伝
え
ら
れ
た
︒
同
じ
頃
に
黒
人
宦
官
長
は
二
役
に
分
か
れ
︑
上
位
の
黒
人
宦
官
長
（rīsh-i safīd-i jilaw

）
は
常
に
シ
ャ
ー
の
側
に
仕
え
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
シ
ャ
ー
や
ハ
レ
ム
の
留
守
中
︑
各
部
門
の
役
人
は
黒
人
宦
官
長
の
指
示
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
た
︒
政
務
へ
の
正
式
な
参
加
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
シ
ャ
ー
や
ハ
レ
ム
の
女
性
と
の
近
さ
か
ら
︑
宦
官
は
時
に
政
治
的
に
絶
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
﹇Floor （2007

）, 

176-9; 

ブ
ロ
ー （2012

）, 275-

）
21
（7

﹈︒

　

ハ
レ
ム
と
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
が
︑
女
奴
隷
が
配
属
さ
れ
た
部
署
が
宮
廷
内
に
あ
る
︒
マ
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ー
ナ
（m

ash‘al-khāna

）
と

呼
ば
れ
る
照
明
や
暖
房
に
関
わ
る
部
署
の
長
（m

ash‘al-dār-bāshī

）
は
︑
音
楽
家
の
親
方
（chālichī-bāshī

）
を
配
下
に
置
い
て
い
た
︒
親
方

が
統
括
し
た
音
楽
家
の
な
か
に
は
女
性
の
踊
り
子
た
ち
が
含
ま
れ
た）

22
（

︒
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
内
部
の
壁
画
の

シ
ャ
ー
の
宴
会
図
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
女
た
ち
は
宮
廷
で
開
催
さ
れ
る
盛
大
な
宴
会
で
音
楽
の
演
奏
に
あ
わ
せ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
披
露
し
︑
外
国
か
ら
の
使
節
の
出
迎
え
に
出
た
﹇M

atthee （2011

）, 102-3

﹈︒
彼
女
た
ち
の
出
自
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
多
く
は
コ
ー
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カ
サ
ス
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
で
︑
ハ
レ
ム
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
下
部
に
属
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

ハ
レ
ム
に
は
常
に
新
し
い
女
性
が
供
給
さ
れ
る
︒
ハ
レ
ム
構
成
員
の
数
を
抑
制
す
る
た
め
に
も
︑
出
世
が
望
め
な
い
女
性
た
ち
は
ハ
レ
ム
か

ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
シ
ャ
ー
の
愛
顧
を
受
け
た
女
性
で
あ
れ
ば
︑
配
下
の
男
性
と
娶
わ
せ
ら
れ
る
が
﹇Ferrier （1998

）, 400; Floor 

（2007

）, 174; 
ブ
ロ
ー （2012

）, 272

﹈︑
こ
れ
は
恵
ま
れ
た
方
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
恩
恵
﹂
に
浴
さ
な
い
女
奴
隷
た
ち
は
︑
ハ
レ
ム

を
出
た
後
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
音
楽
や
踊
り
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
評
価
が
低
く
︑
踊
り
子
や
歌
手

は
同
時
に
売
春
婦
を
生
業
と
し
た
︒
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
は
税
金
を
支
払
っ
て
公
的
に
認
め
ら
れ
た

売
春
宿
が
一
二
〇
〇
〇
か
ら
一
四
〇
〇
〇
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
は
誇
張
と
し
て
も
︑
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
多
く
の
売
春
宿
が
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
く
︑
ま
た
恐
ら
く
出
自
や
生
業
の
共
通
性
か
ら
考
え
て
も
︑
ハ
レ
ム
と
市
内
の
売
春
宿
が
相
互
に
供
給
源
と
し
て
関
連
性
が
あ
っ
た

と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
︒
高
官
に
は
自
身
の
音
楽
家
と
踊
り
子
を
所
有
す
る
も
の
も
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
シ
ャ
ル
ダ
ン
自
身
が
イ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
滞
在
中
に
二
年
間
住
ん
だ
建
物
は
高
級
娼
婦
の
邸
宅
で
︑
も
と
も
と
は
高
官
が
所
有
し
た
贅
沢
な
邸
宅
で
あ
っ
た
︒
近
所
に
も
女
主
人

と
グ
ル
ジ
ア
人
の
女
奴
隷
た
ち
が
住
む
︑
同
じ
よ
う
な
家
が
あ
っ
た
と
い
う
﹇Ferrier （1998

）, 393-4

﹈︒
遠
く
コ
ー
カ
サ
ス
の
山
岳
地
帯
か

ら
異
境
の
地
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
人
生
は
楽
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
︑
な
か
に
は
市
井
で
た
く
ま
し
く
生
き
抜
い
た
女

性
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒

お
わ
り
に

　

最
後
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
の
女
性
史
研
究
の
課
題
を
二
点
提
示
し
た
い
︒
第
一
に
ハ
レ
ム
が
変
容
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
宮
廷

女
性
の
活
動
歴
の
整
理
︑
次
に
彼
女
た
ち
が
属
し
た
ハ
レ
ム
組
織
の
よ
り
実
証
的
な
検
討
で
あ
る
︒
オ
ス
マ
ン
朝
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
は
伝
統
的

な
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
の
宮
殿
で
最
も
よ
く
保
存
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
ハ
レ
ム
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
﹇H

am
bly （1998

）, 430

﹈︒
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確
か
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
ハ
レ
ム
の
制
度
に
は
オ
ス
マ
ン
朝
の
ハ
レ
ム
制
度
と
の
類
似
点
が
多
く
見
い
だ
せ
る
も
の
の
︑
上
述
し
た
ハ
レ
ム

の
移
動
の
よ
う
な
明
ら
か
相
違
点
も
観
察
さ
れ
る
︒
女
性
の
ハ
レ
ム
へ
の
隔
離
が
活
動
の
制
限
に
つ
な
が
っ
た
の
か
ど
う
か
の
検
討
に
も
︑
ハ

レ
ム
組
織
や
そ
の
制
度
を
明
ら
か
に
し
︑
こ
れ
を
彼
女
た
ち
の
活
動
と
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　

ま
ず
は
比
較
的
研
究
が
し
や
す
い
宮
廷
の
女
性
に
関
す
る
課
題
を
示
し
た
が
︑
写
本
絵
画
に
描
か
れ
た
女
性
像
や
︑
行
政
便
覧
や
ワ
ク
フ
文

書
な
ど
を
利
用
し
て
社
会
経
済
面
の
考
察
の
深
化
を
は
か
り
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
史
料
を
叙
述
史
料
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
対
象
と

す
る
女
性
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
も
次
な
る
課
題
と
な
ろ
う）

23
（

︒
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
女
性
史
研
究
の
進
展
は
︑
近
世
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
下
に
生

き
る
女
性
の
様
相
を
一
元
的
に
と
ら
え
る
弊
害
を
解
消
し
︑
女
性
た
ち
の
人
生
の
多
様
性
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
︒
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註（
1
）　H

am
bly

は
現
地
語
の
研
究
を
対
象
に
含
め
て
い
な
い
が
︑
イ

ラ
ン
で
は
一
九
七
〇
年
代
にShīrīn B

ayānī

が
ガ
ズ
ナ
朝
時
代
を

扱
っ
たB

ayānī （1971

） 

︑
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
女
性
を
扱
っ

た
単
書B

ayānī （1974

）
を
発
表
し
て
い
る 

︒
ま
たH

am
bly

も
挙

げ
て
い
る
よ
う
に
︑
社
会
経
済
史
の
分
野
で
は
17
世
紀
オ
ス
マ
ン
朝

下
の
女
性
の
法
的
活
動
を
論
じ
た
先
駆
的
な
論
文Jennings （1975

）

が
あ
る
︒
社
会
経
済
史
分
野
の
研
究
史
は
阿
部
（2015

）
に
最
新
状

況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
2
）　

特
に
オ
ス
マ
ン
朝
の
女
性
史
関
連
の
研
究
の
進
展
は
著
し
い

が
︑
こ
こ
で
は
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
を
対
象
と
し
た
日
本
の
研
究
の

み
を
紹
介
す
る
と
︑
女
性
の
経
済
活
動
や
資
産
運
用
に
つ
い
て
は
イ

ル
・
ハ
ー
ン
朝
末
期
以
降
の
小
野
（2010
）
お
よ
び
小
野
（2014

）︑

近
代
イ
ラ
ン
の
阿
部
（2015

）
お
よ
び
阿
部
（2016
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
︒

（
3
）　

イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
﹃
大
旅
行
記
３
（
東
洋
文
庫

630

）﹄
平
凡
社, 1998, 39.

（
4
）　

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
領
域
で
は D

e N
icola （2017

） 

とB
roadbridge 

（2018

） 

の
二
冊
の
単
著
が
近
年
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
︒D

e 
N

icola （2017

）
の
序
文
に
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
期
女
性
史
研
究
の
最

新
動
向
概
観
が
あ
る
﹇D

e N
icola （2017

）, 5-9

﹈︒

（
5
）　

研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
本
稿
の
性
格
と
紙
幅
の
制
限
か
ら
︑
典
拠

と
な
る
史
料
は
議
論
上
の
必
要
が
な
い
限
り
提
示
し
な
い
︒
典
拠
と

し
て
挙
げ
る
参
考
文
献
で
確
認
の
こ
と
︒

（
6
）　Szuppe 

（1995

）, 76-89, 100-2; G
hereghlou 

（2016

）; 
Falsafī （1967

）, 204-7; B
abayan （1993

）, 91-99

な
ど
を
参
照
︒

他
に
も
︑
平
野
（2009

）
は
︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
即
位
時
の
母

后
タ
ー
ジ
ュ
ル
ー
・
ハ
ー
ヌ
ム
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

（
7
）　

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
一
世
の
母Ḥ

alīm
a B

egum

は
白
羊
朝
王
女

で
︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
母
︑
彼
の
息
子
た
ち
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル

二
世
と
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
の
母Sulṭānum

 B
egum

ま

で
が
ト
ル
コ
マ
ン
系
︒
ハ
イ
ル
・
ア
ル
ニ
サ
ー
・
ベ
グ
ム
は
夫
の
第

四
代
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
（
在
位
一
五
七
八
│
一
五
八

七
）
を
補
佐
し
て
政
治
権
力
を
行
使
し
た
が
︑
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
反

発
を
受
け
て
殺
害
さ
れ
た
﹇Szuppe （1994

）, 90-9

﹈︒

（
8
）　

パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
の
母Sulṭān Ā

qā K
hānum

は

チ
ェ
ル
ケ
ス
の
名
家
出
身
で
︑
叔
父Sham

khāl K
hān Sulṭān

も
タ

フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
高
官
と
し
て
仕
え
︑
そ
の
娘
は
後
の
イ
ス
マ
ー

イ
ー
ル
二
世
に
嫁
い
だ
﹇Szuppe （2003

）, 146-7

﹈︒
た
だ
︑
当

時
は
ま
だ
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
コ
ー
カ
サ
ス
出
身
者
へ
の
反
発
は
強

く
︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
死
後
の
後
継
者
擁
立
時
の
混
乱
や
パ

リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
の
暗
殺
に
も
つ
な
が
っ
た
︒

（
9
）　

ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
統
治
時
代
に
は
タ
ジ
ク
系
有
力
者
と
の
婚

姻
政
策
は
継
続
さ
れ
て
い
る
︒
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
が
即
位
後
に
正
式

に
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
の
は
︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
兄
弟

B
ahrām

 M
īrzā

の
息
子Sulṭān Ḥ

usain

の
娘A

ghlān Pāshā 
K

hānum

︑
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
一
世
の
息
子
（
父
の
兄
弟
）Sulṭān 

M
ustaufī M

īrzā

の
娘M

ahd ‘U
liyā K

hānum

︑
ロ
ル
の
支
配
者
の
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姉
妹
（
自
身
の
兄Ḥ

am
za M

īrzā

の
元
妻
）︑
ギ
ー
ラ
ー
ン
の
最
後

の
支
配
者K

hān A
ḥm

ad K
hān

の
娘
（
母
は
父
王
の
姉
妹
で
︑
従

姉
妹
に
あ
た
る
）Yakhān B

egum

で
︑
そ
れ
以
外
に
も
一
時
婚
な

ど
で
多
く
の
グ
ル
ジ
ア
王
族
や
地
方
王
族
の
女
性
を
娶
っ
た

﹇Falsafī （1967
）, 171-2, 211-3

﹈︒
六
名
の
娘
た
ち
の
う
ち
︑

Shāhzāda B
egum

とM
alik N

isā B
egum

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
マ
シ
ュ

ハ
ド
の
レ
ザ
ー
廟
の
ム
タ
ワ
ッ
リ
ー
に
︑Zubaida B

egum

は
サ

フ
ァ
ヴ
ィ
ー
王
家
の
外
戚
集
団
シ
ャ
イ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
ド
系
の
近
衛
隊

長‘Īsā K
hān

に
︑K

hān Ā
qā B

egum

とShahr B
ānū B

egum

は

そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
の
元
支
配
者
の
マ
ル
ア
シ
ー
家
の
別

の
成
員
に
︑Ḥ

aw
w

ā B
egum

は
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
有
力
サ
ド
ル

に
嫁
し
︑
そ
の
死
後
は
そ
の
甥
に
嫁
い
で
い
る
﹇Falsafī （1967

）, 
198, 200-2; N

ew
m

ann （2006

）, 54

﹈︒
五
名
の
息
子
た
ち
の
母
親

は
︑
長
男
のM

uḥam
m

ad B
āqir

（
第
六
代
サ
フ
ィ
ー
一
世
の
父
）

の
母
は
チ
ェ
ル
ケ
ス
系
﹇Falsafī （1967

）, 170

﹈︑
夭
折
し
た
次
男

Ḥ
asan

と
四
男Ism

ā‘īl

お
よ
び
五
男Im

ām
-Q

ulī

の
母
は
不
明
︑

三
男Sulṭān M

uḥam
m

ad

の
母
は
グ
ル
ジ
ア
系
﹇Falsafī （1967
）, 

185-6, 192

﹈︒
な
お
娘
た
ち
の
う
ちZubaida B

egum

は
︑

B
abayan

に
よ
れ
ば
グ
ル
ジ
ア
王
族
のFakhr-i Jahān B

egum

を
母

に
も
つ
﹇B

abayan （1993

）, 93

﹈︒
サ
フ
ィ
ー
一
世
の
娘M

aryam
 

B
egum

の
夫
は
サ
ド
ル
で
あ
っ
た
の
で
︑
王
女
を
タ
ジ
ク
系
有
力

者
に
嫁
が
せ
る
と
い
う
政
策
は
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

﹇N
ew

m
ann （2006

）, 104-5

﹈︒

（
10
）　

サ
フ
ィ
ー
一
世
の
母D

ilalām
 K

hānum
 

は
グ
ル
ジ
ア
系

﹇Falsafī （1967

）, 184; B
abaie （2004

）, 104

﹈︑
第
七
代
ア
ッ

バ
ー
ス
二
世
の
母
はĀ

na K
hānum

 

は
チ
ェ
ル
ケ
ス
系
﹇N

ew
m

ann 

（2006

）, 81; B
abaie （2004

）, 161

﹈︑
第
八
代
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
の

母N
akīhat K

hanum
 

は
チ
ェ
ル
ケ
ス
系
﹇N

ew
m

ann （2006

）, 
93

﹈︑
第
九
代
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
の
母
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ

と
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
サ
フ
ィ
ー
一
世
に
は
︑
祖
父

ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
に
盲
目
に
さ
れ
た
兄
弟Sulaim

ān

が
い
た
が
︑

そ
の
母
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
二
世
の
娘
﹇Falsafī （1967

）, 184

﹈︒

ま
た
︑
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
の
兄
弟Ḥ

am
za M

īrzā

の
母
は
グ
ル
ジ
ア
系

﹇
シ
ャ
ル
ダ
ン
﹃
ペ
ル
シ
ア
王
ス
レ
イ
マ
ー
ン
の
戴
冠
（
東
洋
文
庫 

749

）﹄
平
凡
社 （2006

）, 24

﹈︒

（
11
）　

年
代
記
は
サ
フ
ィ
ー
一
世
即
位
ま
で
の
経
緯
に
曖
昧
さ
を
残
す

が
︑
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
に
盲
目
に
さ
れ
た
息
子Im

ām
-Q

ulī

︑
娘

Zubayda B
egum

の
息
子Sayyid M

uḥam
m

ad K
hān

の
二
名
が
サ

フ
ィ
ー
以
外
の
有
力
な
後
継
候
補
と
な
っ
た
﹇B

abayan （1993

）, 
91-5

﹈︒

（
12
）　

こ
の
際
に
殺
害
さ
れ
た
王
子
た
ち
に
は
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
娘

た
ちZubaida B

egum

とḤ
aw

w
ā B

egum

の
息
子
た
ち
が
含
ま
れ

た
︒Zubaida B

egum

も
こ
の
時
に
殺
害
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

﹇B
abayan 

（1993

）, 99; C
hardin, Jean, Voyages du C

hevalier 
C

hardin en Perse et autres lieux de l’O
rient, 10 vols., Paris 

（1811

）, V
III, 47-8; O

learius, A
dam

, V
erm

ehrte N
ew

e 
B

eschreibung der M
oscow

itischen und Persischen R
eyse, II, 

Schlesw
ig （1656

）, 655

﹈︒Ferrier 

は Ḥ
aw

w
ā B

egum

を
ア
ッ
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バ
ー
ス
二
世
の
姉
妹
と
し
て
い
る
が
﹇Ferrier （1998

）, 402

﹈︑

シ
ャ
ル
ダ
ン
の
記
述
か
ら
︑
彼
女
が
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
の
娘
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

（
13
）　

カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
の
王
宮
地
区
に
つ
い
て
は
後
藤
（2018

）︑
イ

ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
はB

lake （1999

）
を
参
照
︒

（
14
）　Szuppe 
（1994
）, 250; M

uḥam
m

ad M
a‘ṣūm

 b. Ḫ
w

ājagī 
Iṣfahānī, K

hulāṣat al-siyar: Tārīkh-i rūzgār-i Shāh Ṣafī Ṣafaw
ī, I. 

A
hšār （ed.

）, Tehran （1368
）, 43, 126.

（
15
）　Falsafī

が
依
拠
す
るO

learius

の
数
字
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
︒
ド

イ
ツ
語
版
で
は
数
百
﹇O

learius （1656

）, 649

﹈︒

（
16
）　C

hick, H
erbert 

（tr.

）, A
 C

hronicle of the C
arm

elits in 
Persia: the Safavids and the Papal M

ission of the 17th and 18th 
centuries, Tauris, London （2012

）, I,  409, 471.

（
17
）　Ibid., 48.

（
18
）　

こ
れ
ら
の
称
号
の
区
別
は
前
期
は
曖
昧
な
の
で
︑
ア
ッ
バ
ー
ス

一
世
期
以
降
に
女
性
の
序
列
化
が
進
展
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な

お
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
時
代
か
ら
サ
フ
ィ
ー
一
世
時
代
に
ハ
レ
ム
の
女

主
人
で
あ
っ
た
ザ
イ
ナ
ブ
・
ベ
グ
ム
は
︑
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は

m
ahd ‘uliyā

（
高
貴
な
揺
籃
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
﹇K

hulāṣat 
al-siyar , 43, 83, 291; M

uḥam
m

ad Y
ūsuf W

ālih Iṣfahānī, Īrān dar 
zabān-i Shāh Ṣafī w

a Shāh ‘A
bbās-i duw

w
um

 （1038-1071 
H

.Q

）: K
huld-i barīn, M

. R
. N

a ṣīrī 

（ed.

）, Tehran 

（2001

）, 
310

﹈︒

（
19
）　C

hardin, V
I, 13-4.

（
20
）　Floor （2007

）, 171-5. Floor （2007

）
に
は
一
六
世
紀
後
半

か
ら
の
歴
代
の
ハ
レ
ム
の
侍
従
長
一
覧
が
あ
る
﹇Floor （2007

）, 
172-3, Table II-1

﹈︒Floor

はC
hulah

部
族
の
み
を
特
定
部
族
と

し
て
挙
げ
て
い
る
が
︑
そ
の
前
のŪ

ghlū

の
三
代
も
親
子
・
兄
弟
に

よ
る
継
承
例
で
あ
る
﹇K

huld-i barīn, 329; M
u ḥam

m
ad Ṭāhir 

W
aḥīd Q

azw
īnī, Tārīkh-i jahān-ārā-yi ‘A

bbāsī, S. M
. M

. Ṣādiq 

（ed.

）, Tehran （2005

）, 313-4

﹈︒

（
21
）　

黒
人
宦
官
は
名
前
の
前
に
ア
ー
ガ
ー
（āqā

）
を
つ
け
て
呼
ば

れ
︑
白
人
宦
官
は
ア
ー
ガ
ー
ま
た
は
ベ
グ
を
名
前
の
後
ろ
に
つ
け
て

呼
ば
れ
た
と
さ
れ
る
﹇Floor （2007

）, 177

﹈︒Floor

は
紹
介
し
て

い
な
い
が
︑
年
代
記
内
で
は
黒
人
宦
官
長
は
ホ
ジ
ャ
（khw

āja

）
の

称
号
を
も
つ
﹇Tārīkh-i jahān-ārā, 323-4

﹈︒

（
22
）　M

inorsky, V., Tadhkirat al-M
ulūk: A

 M
anual of Ṣafavid 

A
dm

inistration, G
ibb M

em
orial Trust, C

am
bridge （1943, repr. 

1980

）, 68; Floor （2007

）, 302-6, 308-14

﹈

（
23
）　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
前
期
に
つ
い
て
は
︑Zarinebaf-Shahr 

（1998

）
以
外
に
コ
ム
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
廟
へ
の
女
性
王
族
の
寄
進

を
扱
っ
たR

izvi （2000

）
が
あ
る
が
︑
後
期
に
つ
い
て
はB

lake 

（1998

）
が
女
性
王
族
の
建
設
活
動
例
を
紹
介
す
る
も
の
の
︑
ム
ガ

ル
朝
と
の
比
較
が
主
眼
で
︑
事
例
も
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
限
ら
れ
る

（B
lake

が
扱
っ
て
い
な
い
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑N

ew
m

an 
（2006

）, 100

を
参
照
）︒
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関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）


